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古米 おはようございます｡ このたび､ 水道特
別フォーラムの座長を仰せつかりました東京大学
の古米です｡
皆さん､ 御存じのように､ ３月11日に大震災が
起こりまして､ それに対して数多くの復旧､ 支援
が行われました｡ 今回､ この全国水道研究発表会
の折に毎年開催されているこの水道フォーラムに
おいて､ 大震災をテーマに実施することが急遽決
まりました｡
そうした意味においては､ しっかりとした体制
づくりをして､ このフォーラムに臨むというより
は､ 大震災というテーマのもとで､ できるだけ多
くの方にこのフォーラムの中でご意見をいただく､
あるいはいろいろな発想やいろいろな見方で､ 将
来こうした大震災が起きたときに､ 水道をどう復
旧､ 復興していけば良いのかを皆で考えていくと

いう機運みたいなものが､ このフォーラムから生
まれることが非常に重要だと思っております｡
結論を出すということではなく､ まず､ この水

道フォーラムをスタート地点として､ 例えば､ 来
年の全国大会の場でどういったことが分かってき
たのか､ 次につながるような議論を是非行ってい
きたいと思います｡
それでは､ 最初に私から ｢復興に向けたビジョ

ンへ｣ というタイトルで10分程度､ お話をさせて
いただきます｡
その後､ ３名の講師の方々に基調講演をいただき､
今回は特別に大震災に対して支援､ あるいは､ 復
旧のために被災地に行かれた大阪市さんおよび新潟
市さんからご意見をいただくという従来のフォーラ
ムとは少し変わったスタイルで進めていきたいと思い
ます｡ それでは､ 講演を始めさせていただきます｡
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復興に向けたビジョンへ

東京大学大学院工学系研究科教授 古 米 弘 明

古米 今回､ タイトルとして ｢復興に向けたビ
ジョンへ｣ を掲げました｡ まだ､ 発災から２カ月
余りで､ 復旧の段階ではありますが､ 今回の大震
災については､ 今の段階から復興に向けて､ どう
いう考え方を持つのかという方向性を議論するこ
とはとても大事だろうと考えています｡
そこで､ 大きく３つの点をお示しして､ 基調講

演の先生方にバトンタッチしたいと考えておりま
す (図-1)｡
最初に､ この度の東日本大震災はどういう特徴

があるのかが１点目｡ そして､ 現在も続いていま
すが､ 震災の中でどんな被害実態があり､ その情
報をどのようにまとめ､ 記録､ 検証していくかと
いう点の重要性を２点目にお話しします｡ 最後に､
どういった視点でこの復興に向けた議論をするべ
きかを簡単に説明したいと考えています｡
図-2は､ とにかく大事な点だけをキーワードと

してお示ししました｡ この東日本大震災は､ とに
かく従来のものに比べれば非常に広域的で､ 複合
的な巨大な震災でした｡ 阪神淡路大震災と比べる
とまた違うタイプの地震の形態であり､ 大きな津
波被害も出ております｡ さらには地盤沈下と長い
間余震が続いています｡ また､ 複合的な問題とし
ては､ 残念ながら福島第一原子力発電所における

トラブルにより､ 放射性物質という新しい脅威が
降りかかってきたように､ 様々な観点から水道へ
の大きな影響を理解して､ その対処のためにさら
に求められるものが何かが今､ 問われています｡
そして､ ２番目に書いております被災地の分類
です｡ もう既に多くの方々から指摘されているよ
うに､ 今回の場合､ 多くの被害は津波によっても
たらされたということです｡ さらに､ 地震による
損壊､ あるいは管路の破断だけではなく､ それこ
そ地域自体が壊滅的な状態となって､ 今､ どのよ
うな被害状況になっているのかさえも十分に把握
できないような地域も多くあります｡
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この大きく２つに分けられた特徴を踏まえて､
今後どう水道を考えれば良いのか｡ あるいは､ 今
まで復旧をどう行ってきたのかが重要になると思
います｡
私は､ 専門ではありませんが､ ただ言葉でこう
いう大震災の特徴がありますということではなく､
やはり､ エンジニア・技術者として､ 少なくとも
地震の基本的な知識を知ったうえで､ 我々がどう
行動するべきかに役立つ知見について､ いくつか
のスライドを準備しました｡
最初に､ 今回の地震は､ 阪神淡路大震災あるい
は中越地震と異なり､ 直下型ではなく海溝型の大
地震でした｡ プレート型です｡ 図-3に書いてある
ように､ 太平洋プレートが入って､ それにより､
再びエネルギーが発散されてしまったということ
です｡
この点に関連して､ 今は東日本大震災が対象で

すが､ 復興の観点から申し上げると､ 今回の復興
は次の東海､ 東南海､ 南海地震､ 同じタイプの地
震が起きたときに､ どうするかということを含め
て考える重要な時期にあると認識すべきだと思っ
ています｡
図-4ですが､ 中央防災会議において既にどのよ

うな可能性があるのかという解析がなされていま
す｡ 東海と東南海､ 南海地震が同時に起こるとい
う計算条件ですので､ 非常に極端なケースかも判
りませんが､ 我々としては､ やはり､ 想定外と言
われたものを想定内にしなければいけないわけで
す｡ こうした情報をベースにしながら､ どう方向
性を打ち出すのかが重要な観点かと思います｡

津波被害に関しましては､ 岩手県､ あるいは宮
城県で非常に大きな被害を受けました｡ 今回､ 厚
生労働省において企画された現地調査団に参加さ
せていただきましたが､ まさに､ 津波による壊滅
的な被害を見ますと､ やはり､ これは次に､ どう
すれば良いのかを発想を変えて真剣に考えないと
いけないと思いました｡
図-5に示しているように､ 太平洋側は一旦プレー

ト型の地震が起きると､ 津波に伴う多くの被害を
受けます｡ 従来考えられていた５m､ ８m､ 10m
というものではなく､ さらに強い波が局所的には
襲い掛かるというのがリアス式海岸で観測された
ということです｡
同じように､ 東海､ 東南海､ 南海地震において

も､ 満潮時に起きたときにどうなるのか､ あるい
は平均潮時にどうなるかということが提供されて
おります (図-6)｡ こうした幅広い視点で議論す
るべきであるということです｡
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他にもいろいろな特徴があります｡ 図-7にまと
めましたように､ 近年､ 新潟中越沖地震､ あるい
は中越地震､ 兵庫県南部地震これは阪神淡路大震
災ですが､ こうした地震によって被害があり､ 水
道界の中でいかに対応すれば良いかをまとめたマ
ニュアル類､ 手引き類､ あるいは危機管理体制が
しっかりと整備されてきたように理解しておりま
す｡
しかしながら､ その経験は､ 正直申し上げて､

直下型の地震に対しては非常に有効に機能する形
に整備されておりましたが､ 今回の津波を引き起
こすような海溝型地震に対しては､ もう一工夫が
必要ではないかと考えております｡
その巨大さ､ 広域性､ あるいは複合性というも

のを簡単に整理させていただきました｡ 図-8は４
つの大地震における､ その被災事業体の数と最大
断水戸数の情報です｡ すべてのデータは出ており
ませんが､ 主要な県について整理させていただき

ました｡ 灰色の濃い側が上水道の事業体､ 灰色の
薄い側が簡易水道の事業体です｡ このように中越
沖地震の場合には簡易水道の山間地で起きたので､
多くの水道事業体が被災をされましたが､ 断水戸
数は小さいということです｡
そういう意味においては､ 阪神淡路大震災､ 及

び東日本大震災は非常に多くの断水戸数を出しま
したし､ 同時に多くの水道事業体が被災をされま
した｡ なおかつ､ 今回の場合には､ 実は茨城県､
千葉県､ あるいは青森県にも被災された事業体が
多くあり､ まさに広域な被災でありました｡
そうした広域な被災の際には､ お隣の県に支援

を求めることができない状況下であったと理解し､
さらに多くの断水戸数に対してどう対応すれば良
いのか､ 余震が続く中でどう考えれば良いのかと
いう､ 非常にチャレンジングなテーマを我々は与
えられたことになろうかと思います｡
先ほど申し上げたように､ 厚生労働省の調査団

として５月８日から11日まで､ 約20名近くのメン
バーで現地調査をさせていただきました｡ 正直申
し上げて､ 私は管路の耐震化については､ 必ずし
も専門家でありません｡ 多くのことについては新
しい情報を含め､ できるだけ事前に勉強させてい
ただいて､ 図-9のような４日間のルートを回らせ
ていただきました｡
本当はこうした場で調査内容を丁寧にご説明す

る機会であっても良いのかもわかりませんが､ そ
れは将来の報告書なりで見ていただければと思っ
ております｡
ポイントは図中の写真で示しております｡ 例え
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ば､ 三陸沖､ 気仙沼市は被災地として津波の大き
な被害を受けているということ｡ あるいは､ 陸前
高田市の事例であれば､ もちろん津波であったの
ですが､ 水源自体が伏流水､ あるいは浅井戸であ
るため､ 津波によって海水が入り､ その塩分によっ
て､ 水道水源自体が不適切な状態にあること｡ そ
のために､ ポンプ排水をしている状況も見させて
いただきました｡ 訪問したときに､ やっと290戸
に対して給水できるようになったというお話を聞
いたときには､ 限られた体制なかで､ 本当にその
しっかりとした復旧に向け努力されてきたことに
対して敬意を表したい思いでした｡
さらには､ 一関市では､ 配水池自体が崩壊して
います｡ 残念ながら昔の耐震基準で造られたもの
で､ 他の配水池は無事でした｡ このように､ 昔の
配水池は地震での被害を受けています｡ 津波だけ
でなくて､ 地震についても､ 古いタイプのものに
ついては留意をする必要があるということです｡
一番大きな課題として考えられたのは､ 宮城県
企業局を訪問した際お聞きしましたが､ 送水管の
上流部に位置する口径2,400㎜伸縮可撓管の離脱
による漏水が起きたということです｡
我々が訪問した時には既に､ もちろん復旧され
ていましたので､ 被害時の詳細な被害の中身はわ
かりませんが､ 重要な送水管､ あるいは重要管路
をいかに耐震化して､ しっかりと管理をするかと
いうこと｡ さらには複数のルートを設ける､ ある
いは多元水源､ 多様な水源を確保するとことを改
めて積極的に､ より加速度的に進めていく必要が
あると認識しました｡

あと､ 石巻広域水道企業団を訪問した際は､ 日
本製紙工場の前にあるパイプを直接見ることがで
きました｡ 幸いなことに耐震型の NS 形ダクタイ
ル鋳鉄管が入っていたために､ 大きな振動､ 場合
によっては津波の被害を受けたところでも､ 現在
も機能している｡
まさにこうした､ しっかりとしたエビデンス､

証拠を持ちながら､ 多くの方々に耐震化に賛同し
ていただき､ お金をかけるのではなく､ 将来に対
していかに有効なものを投資していくのかという
ことを､ しっかりと情報発信する必要があろうか
と思っております｡ この被害等現地調査の取りま
とめをするというのは非常に重要な意味を持ち､
専門家だけが判るものではなく､ その周辺の方々
にも訴えるような形で整理をする必要があろうか
と思っております｡
郡山市では､ 水道庁舎自身が被災をされました｡

このため水道庁舎内での復旧体制がとれないため､
テントを公用車駐車場に設置されました｡ このた
め電話などの通信手段が使えないということです｡
ご存じのように通信というものは非常に重要で､

情報が入らない限り､ 正しい判断ができない｡ 改
めて非常時の情報手段の確保というものの重要性
が出てきたと思います｡ また､ 今回の場合は､ 多
くの場合､ １日､ ２日分の燃料はあったとしても､
３日､ ４日になってくると､ その燃料自体が不足
する｡ 場合によっては浄水場が復旧したものの､
薬品が手に入らないというような､ サプライチェー
ンの問題も大きな課題としてあると思います｡
改めて水道の中で緊急的な対応や復旧に対して､

ヒト､ 情報､ モノというものを､ どうしっかりと
確保していくのかということも重要なことだと思
いました｡
この大震災における水道施設の被災・復旧を通

して多くのことを学ぶことができます｡ これらを
うまく整理していくことが期待されると思います｡
図-10が最後のスライドです｡ 今回､ 被害実態

を調査､ 把握し続けていますが､ それをどうまと
めていくのかが､ まずは大きなスタートです｡ そ
こからいかにビジョンに向けて､ 復興に向けて､
新しいアイデア､ 知見を生み出していくか｡
そのためにも､ ぜひ､ しっかりとした被害実態
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調査を行っていくことが重要だと思います｡
記載の文章をそのまま読ませていただくと､ 本
当にどんな被害が､ 障害が起きて､ それに対して
どう対処したのか｡ 同時に､ 今回の場合は過去の
経験からどう工夫してうまくいったのか｡ 過去の
経験を以てしてもなおかつ足らなかったものは何
かということをしっかりと記録にとどめることが
重要だと思います｡
多くの事業体の方が復旧に行かれていますし､
そういう意味においては､ そうした情報をしっか
りと整理していただきたいということです｡ それ
は､ 整理をするとともに､ 情報発信していただき
たい｡ それを協会なり､ あるいはいろいろな形で
集約をし､ それをベースにして次を考える｡ こう
した情報を整理､ 集約する､ あるいは蓄積するこ
とが重要だということです｡
そして､ 集まった情報があればあるほど､ 統計
的な解析､ あるいは因果関係､ いろいろな状況が
ありますので､ 被害､ 被災の原因と､ その解決に
向けたより良い道筋が生み出されるのだろうと思

います｡ まさに､ 因果関係を理解して､ エンジニ
アとしてどう対処すれば良いのか､ 管理者として
どう体制を作れば良いのかを見出すことができる
と思います｡
最後の１行ですが､ 大震災からしっかりと学ぶ

だけではなく､ 学び続けなければいけないという
こと｡ そして､ 学ぶだけではなく､ 次に活かせる
新しい知恵や方策を生み出す｡ そして､ 復興への
提言に向けて繋げていくことが重要だと思ってい
ます｡
本日の講師の方々には､ こうした視点からお話

をいただけることになっておりますので､ 長期と
短期､ あとは､ ハードとソフト面､ 最後に､ 広域
的・複合的な災害への対応というキーワードで､
皆様､ 基調講演をお聞きいただければと思ってお
ります (図-11)｡
それでは､ 次に､ 厚生労働省健康局の石飛水道

課長から､ ｢東日本大震災による水道被害と行政
対応｣ という演題にてお話しいただきます｡ どう
ぞよろしくお願いいたします｡

第80巻 第８号 (第 923 号) 平成23. 8水 道 協 会 雑 誌

36

図-10

••

•

•

•

図-11



( )

東日本大震災による水道被害と行政対応

厚生労働省健康局水道課長 石 飛 博 之

石飛 ただ今､ 古米座長からお話がありました
ように､ 私からは被害の全般的な状況と､ 行政だ
けではなく､ 日水協と事業体の方々との連携のな
かで､ どのように取り組んできたかを簡単にご紹
介したいと思います｡
図-12は緊急時における情報連絡の流れです｡
日水協の ｢緊急時等対応の手引き｣ で皆様方もよ
くご覧になっているものだと思います｡ 今回も､
まずはこのような形で発災当日から日水協の本部
と連絡をとりながら､ 応急給水から復旧までの状
況を把握し､ そして､ 私どもは､ さらに政府の災
害対策本部､ 福島の政府現地対策本部､ それから､
首相官邸とも連絡をとりながら､ 被災地からのい
ろいろな要請に応えていくという方法で進めてき
ました｡
今回は､ これに加えまして､ 私どもと日水協､
それから日本水道工業団体連合会､ 水道技術研究
センター､ 全国簡易水道協議会等､ 水道界の関係
機関・団体の代表者に集まっていただいて､ 大震

災水道復旧対策特別本部を設置しました｡ その中
での情報交換や､ 問題点の把握と解決に向けた検
討を行ってきました｡
今回､ こうした体制で取り組んだわけですが､

全く想定していなかったこととして､ 図-12の中
ほどに黄色い四角がいくつかありますが､ 地方支
部長､ それから県支部長という事業体がそれぞれ
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の地方､ 県に指定されているわけですが､ 特に､
東北地方支部長都市､ そしてその中の岩手､ 宮城､
福島の支部長都市自体が被災をしてしまったこと
があります｡ 本来でしたら､ そこから応援に駆け
つけ､ 情報収集や管制塔のような役割を果たすこ
とが期待されたわけですが､ 余りにも広範囲で､
しかも甚大な被害であったため､ この仕組みだけ
では収まらなかったことが大きな課題だろうと思
います｡
今後､ 東海､ 東南海､ 南海地震が連動して起き
たときも､ 恐らく同じような事態になることが予
想されますので､ 全国から応援に駆けつけてくる
事業体に対し､ 初動体制から指揮命令系統をはっ
きりさせることが､ 今後の課題であろうかと思い
ます｡
図-13のグラフは水道の断水／復旧状況の推移
ですが､ これは都道府県の水道行政部局から情報
をいただいて､ それを集計してほとんど毎日私ど
ものホームページで公表してきたものです｡
青いグラフが断水戸数でして､ 当初は160万戸
を超える断水が報告されてきたわけですが､ 実際
には復旧戸数が一番右上にありますが､ 220万戸
ですので､ 恐らくは230万戸を超える断水が最大
時には発生していただろうと推測されます｡
お陰さまで､ その後､ 急速に復旧が進んだわけ
ですが､ 今回､ もう１つ想定外だったのが､ ４月
７日､ 11日､ 12日に非常に大きな余震が発生した
ということです｡ これによりまして､ 一旦復旧し
たものの､ また断水してしまったところが多くあ
りました｡ 被災した事業体の職員の方々､ また､

応援に駆けつけていただいた事業体の方々も､ 本
当に､ ガックリきたという報告も伺っています｡
それでも歯を食いしばって､ 再び復旧をしてき

たことで､ 現在､ 6.7万戸が断水ということです｡
恐らく､ 約６万戸が津波による被害で､ 特に被害
の大きかった３県からは当面の復旧が難しいと伺っ
ておりますので､ ここは､ 長丁場の復興に取り組
んでいかなければいけないと思います｡
お手元にレジメをお配りしておりますが､ それ

を集約したものが図-14です｡ 今回､ 地震､ 津波
への対応に加えて､ 東京電力の電力供給能力が非
常に落ちてしまったため､ 当初は東京電力管内で
計画停電が行われまして､ これからは電力制限が
行われる予定です｡
それから､ 原発事故による放射性物質の放出に

伴って､ 水道水中にも混入してしまったことへの
対応｡ 大きく分けて､ こうしたことが水道にのし
かかってきた災害だと考えています｡
そして､ 横軸方向には､ 発災直後から､ 初期､

中期､ 長期と分けて､ どういう行動をしてきたか
を書いたものです｡
矢印は､ それぞれの時期に行った対応で､ 内容

はご覧になればお分かりいただけると思います｡
今日､ 最後に報告したいのは､ この赤い吹き出

しで書いているところ､ これが今回､ 課題として
残ってきたものです｡
まず､ 地震､ 津波の発生直後ですが､ 広域甚大

被災であったため､ 全国からの応援体制が整うま
で､ 若干時間がかかってしまったことがあります｡
それをどうやってコントロールタワーをすぐに確
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立して､ 被災事業体をサポートしていくかが､ 課
題としてあるかと思います｡ 先程､ 古米座長のご
指摘にありました情報通信機能が絶たれてしまっ
たことも､ 今回の初動の遅れにつながったと思い
ます｡
また､ 今回､ 停電が非常に長期化したことも大
きな原因でして､ 非常用電源の確保にも限界があ
るので､ 電力会社に復旧を頑張っていただくこと
に頼らざるを得ないわけです｡
それから､ 特に中小の事業体の場合には､ すぐ
に復旧に入るための管路の図面が十分ではなかっ
た｡ また､ それが津波により流失してしまったこ
とで､ 復旧が少し遅れてしまったこともあるかと
思います｡
次に､ 応急給水の段階に入りますと､ 今度は給
水車や作業車が全国から駆けつけていただきまし
たが､ 非常に広範囲にわたる被害で他の様々な緊
急車両も多数参集したため､ ガソリンや軽油の確
保が非常に難しかったわけです｡ 我々としても経
済産業省に対して､ とにかく東北に燃料を供給し
て欲しいと何度もお願いしました｡ これも若干の
遅れがあったわけですが､ 徐々に供給が増えてき
ました｡
まずは避難所等への飲料水の応急給水から始め
ましたが､ その次に生活用水の応急給水を求めら
れたわけですが､ 厚生労働省には､ 避難所の被災
者の方々の健康管理という面から､ 手洗いの水を
とにかく送ってくれという要望を多くいただきま
した｡ 給水車で送っているはずなのですが､ まだ
量が十分ではなかったケースもありました｡
また､ トイレ等の水も十分ではなかったという
ことで､ 水分補給を無理に控えて健康を害されて
しまった方もいらしたようですので､ もう少しき
め細やかなニーズの把握が必要ではないかと思い
ます｡
中期では､ 余震による応急給水・復旧の長期化
は先ほど申し上げたとおりです｡ 応急復旧がどん
どん進んでいく段階で､ 復旧の見込みがいつなの
か､ 今月中には何とか復旧しますというようなこ
とを､ 断水した家を回って広報していただいた事
業体も結構あると思います｡ しかし､ 復旧見込み
がわからなくて､ 被災者の皆さんが不安になった

り､ また､ 不満が募ったりするケースもありまし
たので､ こうした点も､ 災害時のコミュニケーショ
ンとしては大事だと思います｡
長期では､ 津波の被災地域の復興計画にどう水

道が貢献していくかということ､ また､ 水道が実
際に復興のために役立っているかということが､
今後の非常に大きな課題としてあります｡
次に､ 電力制限の関係でいきますと､ 当初の計

画停電で､ 実は､ 次亜塩素酸ナトリウム (次亜塩)
を供給する工場が被災してしまったため､ 供給力
が非常に落ちてしまいました｡ しかしながら､ 東
北でも応急復旧が進んでくれば､ 当然､ 次亜塩は
必要ですので､ 供給を何とかしなければいけませ
ん｡ そのためにも､ 東京電力管内の次亜塩工場は
何とか計画停電から外して欲しいということを､
経済産業省にお願いしまして､ 実は緊急避難的に､
次亜塩の工場だけは計画停電の対象から除外して
もらったことで､ 何とかしのいだわけです｡
今後の電力制限も､ 水道事業体を何とか外して

欲しいと経済産業省に要請はしているのですが､
そういう例外が多くなればなるほど､ 全体にかかっ
てくる電力制限の率が高くなることになりますの
で､ ある程度の制限は受けざるを得ないというこ
とで､ 今後､ 水道も節電､ 省エネには一層の努力
をしていかなければいけない状況が続くと思いま
す｡
最後に､ 放射性物質の検出に関しては､ 全くそ

のような事態を想定しておらず､ 水道水中の放射
性物質を測る体制が全くなかったわけで､ 当初は
原子力部局の測定にゆだねていました｡ その後､
各地の衛生研究所､ 国の研究機関等での測定体制
が整ってきて､ 現在に至っているということです｡
それから､ 放射性物質が検出された水道水の摂

取制限をどういう指標値でかけるかということも､
食品等の摂取制限の値等も参考にして､ 水道水の
値を決めたわけです｡ 多くの福島県内の事業体､
そして､ 関東でもこの制限の要請をして､ 実行し
ていただいたわけですが､ その方法についても､
検討会で検証しようと思っております｡
また､ 実際に乳児や一般の方々に摂取制限をか

けたわけですが､ そのときの代替飲料水の確保も
初めての経験でありましたので､ 市販のペットボ
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トルの買占めというような､ 少しパニック状況が
起きてしまったわけです｡ こうした事態を防ぐた
めのリスクコミュニケーションも今後の課題とし
て残ったわけです｡
また､ 放射性物質の放出が２度と起きないこと
を切に望んでいるわけですが､ 潜在リスクとして
はあり得るということで､ 今後起こるかもしれな
い大震災に合わせて起こる津波のときに､ また同
じように原発の事故が起こったときにはどう対処
するか､ 今後の水道の緊急時対応の手引き､ マニュ
アルの中には一節を設けざるを得ないと思ってい
ます｡

総じて､ ここまでは事業体や企業の方々の多大
なるご協力をいただいて､ 何とか漕ぎ着けたとこ
ろですが､ これからもまた､ 我々も一生懸命､ 皆
さんと連携してすばらしい水道の復興のために努
力をしていきたいと思っておりますので､ ご協力
をお願いして､ 私の発表を終わらせていただきた
いと思います｡ ありがとうございました｡
古米 どうもありがとうございました｡ それで

は､ 続きまして､ 金沢大学大学院の宮島先生から､
｢低頻度巨大津波への対応｣ という演題で基調講
演をいただきます｡ よろしくお願いいたします｡

低頻度巨大津波への対応

金沢大学大学院自然科学研究科教授 宮 島 昌 克

宮島 それでは､ 主としてハードの被害につい
てご紹介をしたいと思います｡
現在､ 東北､ 関東では､ その被害の全貌がまだ

明らかになってきたわけではありませんが､ 先ほ
ど､ 古米座長からご紹介ありました厚生労働省の
調査団に私も加わって､ 現地に行ってきましたの
で､ 現状で明らかになってきたハードの被害の分
類と､ 今後､ どのように対応したらよいのかにつ
いてご紹介をしたいと思います｡
まず､ 地震の特徴ですが､ マグニチュード9.0

という､ これまでで一番大きな巨大地震でありま
した｡ しかし､ 震度７を記録した地点での最大加
速度は3,000ガル弱であり､ 過去最大ということ
ではありません (図-15)｡
さらに､ 最大速度についても100カイン以下と

いうことで､ 神戸のときには約120カイン､ 新潟
では約160カインという大きな記録がありますの
で､ マグニチュードは最大ですが､ 最大の加速度
と速度ではありませんでした｡
それと言いますのは､ マグニチュードは断層の

大きさに関与しているもので､ 被害を及ぼす範囲
の大きさに関係しており､ 東北から関東まで約
450km の範囲で大きな被害を与えたということ
であり､ ある地点の地震動の強さが数倍にもなっ
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てしまうものではないということです (図-16)｡
今回の地震は､ プレート境界型ですが､ 図-17
にある５つないしは６つのブロックが破壊したの
ではないかと言われており､ そのため被害が非常
に広範囲になったということです｡
さらに､ マグニチュードが大きいことで､ その
余震の数も多く､ 大きさも大きいという特徴があ
ります｡
図-18は横軸に本震からの日数､ 縦軸に余震の
数を示しております｡ 1994年の北海道東方沖地震
では極めて余震の数が多かったと言われています
が､ 本震後の３ヵ月間で100回前後です｡ 今回は
既に400回を数えており､ 非常に余震の数が多い
ことが判ります｡
さらに､ その余震に大きなものがかなりありま
す｡ 例えば､ ４月７日､ 11日の余震は､ いずれも
マグニチュード７クラスでして､ 余震とはいえ､
これひとつだけでも大きな被害地震と言えるよう

な大きさです (図-19)｡ こうした大きな余震が続
くことは､ これまで余り考えられてきませんでし
たので､ 今後の東海､ 東南海､ 南海地震におきま
しても､ 同様なことが起き得るということで､ そ
うした対応も必要になると思っています｡
さて､ 現地ではどういうことが起こっていたの
か､ 少し分類を行いました (図-20)｡ 今回は地震
に引き続き､ 大きな津波が押し寄せました｡ 同時
に起こったわけではないのですが､ それぞれの被
害について分類をしました｡ 従来から言われてい
るように､ 地盤の振動そのもので管路や水道施設
が壊れるものと､ 液状化をはじめとする地盤の変
形によって管路が壊れる｡ こうした振動と変形に
分類して考えることができます｡
一方､ 今回､ 問題になっております津波の被害
を分類しますと､ 流出ということで､ 水そのもの
の圧力によって破壊するものと､ 津波に乗ってき
た漂流物によって水管橋が押しつぶされるような､
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そうした被害もあります｡ さらには､ 先ほどご紹
介がありましたように水源地が水没したことで､
塩分の除去に時間を要することもあります｡ また､
津波によって地盤が洗掘される､ 道路盛土が流出
するような被害｡ このように津波の被害を大きく
３つに分類ができると考えています｡
それでは､ 実際の例をお示ししたいと思います
(図-21)｡ 地震の規模はマグニチュード9.0と非常
に大きいのですが､ それによる地盤振動そのものは
従来と比べ数倍にもなったというものではありませ
ん｡ 内陸部ではその地盤振動による被害が顕著な
のですが､ 従来の延長上にあるのではないかと現
状では考えており､ 次のような特徴があります｡
１番目には大口径管路で被害が発生している点

です｡ ダクタイル鉄管の一般継手での引き抜けや､
鋼管の可撓管での被害などですが､ こういう非常
に重要な管路が破損し､ 用水供給事業者の被災に
よる断水被害の拡大が生じています｡ ２番目に小

口径管路では従来と同じく､ 石綿管や塩化ビニル
管の被害が多く､ あるいは､ 一般継手のダクタイ
ル鉄管での被害が多いということです｡ ３番目に､
現状では耐震管での被害は報告がされておりませ
ん｡ このことは､ 従来から行ってきた耐震化の方
向は全く間違っていなかったと言えます｡ より一
層耐震化を進めていく必要があることを今回の震
災でも示していると思います｡
一方､ 新しい被害としては､ 津波による被害が

あります｡ 流出ということでは､ 水管橋が流され
る被害があちこちでありました (図-22)｡ これが
水圧そのものによるのか､ 流速によるものなのか､
あるいは漂流物の衝突によるものなのかは現状で
は明らかではありませんが､ 海岸近くでの水管橋
をどう考えるか､ 橋梁添架管をどうするのかが今
後の検討課題だと思います｡ 橋梁添架管は､ 一般
的に洪水から添架管を守るということで､ 橋梁の
下流側に付属しているケースが多いのですが､ 下
流側ですと津波の場合には正面になってしまいま
す｡ 洪水対策なのか､ 津波対策なのか､ ここら辺
の整理も必要だと思います｡
さらに､ 流出ということでは､ ちょっと想像が
つかなかったのですが､ 図-23のように埋設管路
自体が流出していました｡ まず､ 地盤が津波によっ
て流出し､ その中に埋設されていた管路までも流
出をし､ 地表面に横たわっているような状況があ
りました｡
しかし､ この管路は耐震管であり､ 形状は保た
れたまま地表面に現れていることで､ 変形性能は
十分に発揮されていると言えます｡
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このように地中にある管路までも流出するとい
うことは､ 液状化を起こして地盤が軟らかくなっ
たところに津波が来たのか､ 津波そのもので､ 大
規模な洗掘を起こしているのか､ 今後､ 検討が必
要だと思っています｡
次に､ 水没についてですが､ 先ほどもありまし
たが､ 取水場や､ 水源地がすべて津波によって水
没したところが少なからずありました (図-24)｡
そうなりますと､ 塩分除去にかなりの時間を必要
とするため､ 今後､ 新しい被害形態としての対応
が必要であると考えています｡
さらには､ 図-25の建物は海岸から２km 以上､

山手に建っていました｡ しかし､ 建物の２階まで
水没したということです｡ ここにも水源地があり､
塩分除去の作業が行われていましたが､ こうした
場合､ 最低限何を守るのかという重要度をしっか
りと判断し､ 整理をしておくことが重要ではない
かと考えています｡

最後に地盤変形についてですが､ 津波によって
道路盛土が崩壊しているところに､ 耐震管が入っ
ていまして､ 変形はしていますが一体性を保って
います｡ 従来の耐震管が津波による地盤変形にも
性能を発揮していることが確かめられました (図-
26)｡ 右の写真は液状化が起こったのか､ 津波に
よる洗掘が起こったのか､ はっきりしないのです
が､ 歩道が陥没しており､ その中に耐震管が入っ
ているような状況です｡
さて､ 少し整理をしますと､ 今回の災害は複合
災害と言われています (図-27)｡ 水道システム全
体として考えますと､ 山手の方は地震の影響を直
接受けており､ 海岸沿いは津波による影響があっ
たことで両方の側面があります｡ しかし､ 海岸沿
いの建物は､ 地震動そのもので一部壊れたところ
に大津波がやってきたということは殆どありませ
ん｡ 地震には耐えていたが､ 大津波で水没をした
など､ どちらかの要因によるのではないかと考え
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ています｡
さらに新しい課題として､ 液状化が起こったと
ころに津波がやってきて､ 大きな洗掘が起こった､
管路の流出までも起こったということがあったの
か､ なかったのか､ そうしたあたりも今後､ 検討
が必要だと思います｡ この建物は津波によって転
倒しているのですが､ 杭がぶら下がっているので
す｡ 杭も引き抜いて転倒していることで､ もしか
すると液状化が起こって､ 地盤の抵抗が弱まって
いたから杭が引き抜けた可能性もあるというよう
な例でして､ 液状化発生後の津波の来襲について
は､ 今後の検討が必要だと考えています｡
さて､ 今後どのように考えたらよいかというこ
とで､ 低頻度巨大災害についてお話したいと思い
ます｡ 1995年兵庫県南部地震もそうでしたが､ 今
回の大津波も再現期間が1000年に１回ぐらいでは
ないかという話もあります (図-28)｡ 一方で､ 水
道施設の供用年数は50年､ 長くても100年です｡

それに1000年に１回の災害をどう考慮するのかが
今後問題になってきます｡ 神戸の地震の時もそう
でした｡ 1000年に１回だから考えなくて良いのか｡
そうではなく､ 1000年に１回でも起これば非常に
大きな影響があるので､ しっかりと考えて耐震設
計をしましょうということになりました｡ 神戸の
地震の前までは､ これまでに起こった最大の地震
である､ 関東大地震に対して耐震設計を行ってい
るので､ 大丈夫だ､ 壊れないということが前提で
した｡ このため､ 壊れたらどうするかという発想
が神戸の地震の前にはありませんでした｡ 神戸の
地震以降､ その関東大地震よりも大きな地震動も
考えますし､ 壊れた場合も想定をして､ 耐震設計
を始めたということです｡
今回の大津波についても同様に考えられるので

はないかと思います｡ 防波堤を高くするというこ
ともありますが､ それを超えたことも考える｡ こ
れまでは防波堤があるから大丈夫だという発想で
止まっていたのですが､ 超えたところも考えるこ
とになると思います｡
すなわち､ 想定以上への対応ということで､ 原

子力発電所の耐震設計などでは､ 残余リスクとい
う考え方があります｡ すなわち､ 想定は人間が引
く線ですから､ それを越える可能性はありますよ､
リスクはまだ残されています､ という考え方です｡
想定を超えた時にどう対応しますかという考え方
を今後､ こうした大津波にも適用していく必要が
あろうかと思います (図-29)｡ そうした場合には
重要度を明確にして､ 最も重要なものは想定を超
えた場合にも最低限の性能だけは確保しましょう､
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重要度の若干低いものは壊れても仕方がないので､
早期に復旧するための準備をあらかじめやってお
きましょうということになります｡ このようにしっ
かりと重要度別に区別をして､ 対応しておくこと
が今後必要ではないかと考えています｡
最後に､ 津波対策としてどういうことがあるか
と言いますと､ 津波の力を軽減することが考えら
れます｡ 今回､ 防波堤が壊れたと言いますが､ 壊
れることにより被害が軽減できていたのかもしれ
ません｡ そういうような対応もあると思います｡
さらには､ 電気施設などは防水対策をすることが
考えられます｡ 高所移転ということで､ その施設

全体を高い所に移せたら非常に良いのですが､ 移
せないとしても重要なものは高い所に移動するよ
うなことを順次､ 重要度も考慮しながら､ 考えて
いく必要があるかと考えています｡
古米 どうもありがとうございました｡ 続きま

して､ 東北学院大学の�田望先生から､ ｢被災経
験を通じて知る水道の必要性と復旧｣ という演題
で基調講演をいただきます｡ �田先生は地盤工学
のご専門ですが､ 被災地の多賀城市でお住まいで
したので､ それも経験も含めてお話をいただける
ということです｡ それでは､ よろしくお願いいた
します｡

被災経験を通して知る水道の必要性と復旧

東北学院大学工学部環境建設工学科教授 � 田 望

�田 どうもありがとうございます｡ ただ今､
ご紹介いただきましたように､ 専門は地震地盤工
学と言いまして､ 地震のときに地盤がどうなるの
かという研究しています｡ 本日はそれとは全く離
れて､ 余り水道のことを知らない人間が実際に被
災してみて､ どうだったか､ その時に､ 結果とし
て水道がどのぐらい重要かを認識したか､ という
お話をさせていただきたいと思います｡
我々､ 地震工学者の間では､ しばしば ｢ラッキー

な地震｣ という言い方をすることがあります｡ ラッ
キーな地震というのは､ 地震が起こったのがラッ
キーというわけではなくて､ たまたま起こった時
間が被害を軽減するように動いたということで､
ラッキーということがあります｡ 例えば､ 1995年
の兵庫県南部地震は､ 非常に早朝に起こりました
ので､ まだ新幹線は動いていませんでした｡ もし
も動いていたら被害､ 特に死者の数はもっと数が
多くなっただろうということです｡
1989年のローマ・プリータ地震､ サンフランシ

スコの地震ですが､ この時は２階建ての高架道路
の２階部分が完全につぶれて､ 下の車がペチャン
コになってしまったのですが､ たまたま､ 大リー
グの試合がすぐ近くで行われていたことで､ 通行
する車の量が普段よりも少なかった｡ このため被

害が少なかった｡ そういうのをラッキーな地震と
呼びます｡ 私にとって､ この震災はそうした意味
で､ ラッキーな震災だったと言えます｡ それは後
ほど講演のなかでお話ししていきたいと思います｡
まず､ 最初に何が起こったかというお話からさ

せていただきたいと思います (図-30)｡ 実は､ 地
震発生の日は､ 歩道橋の上で津波からの避難をし
ていました｡ 普通､ 津波は流れてきてから引くま
でに30分から１時間あると一旦引くのですが､ 今
回､ 救助されるまで12時間かかりまして､ 寒い中
で凍えていました｡ ずっと停電が続いていました
ので､ ２日目､ ３日目は大学の避難所で過ごさせ
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ていただきました｡ ３日目になり､ やっと津波が
引いてきたので､ 家の後片付けに入りました｡ ５
日目になり､ やっと大学の電気が復旧したことで､
学内の生活は少し楽になりました｡ 10日目になり､
自宅の電気が復旧しました｡ 23日目の４月４日に
なり､ やっと水道が復旧したという状況でした｡
地震の被害そのものは､ いろいろなところで報
告されていますが､ 私の自宅はそれほど大きな被
害はありません｡ 図-31は地震直後の研究室です
が､ 机の引き出しが開いている､ 本が若干倒れて
いるなど､ そのぐらいのことはあるのですが､ 例
えば､ 置いてあるコーヒーポットは非常に軽いも
のでしたので全く倒れておりませんし､ 真ん中の
書棚は､ 20度ぐらい横に回転しましたが倒れるこ
とはありませんでした｡
私は地震があるとすぐに家内に携帯電話で電話
をするのですが､ たまたまその日は携帯を忘れて
しまいまして､ 図-32の地図ではAが大学の敷地､

我が家は B の辺にあるのですが､ 取りに戻るこ
とを必然的に余儀なくされました｡ それともう１
つは､ 地震が起こった時､ 宮城県沖地震が来たと
思いました｡ そうしますと､ 私達､ 地盤の研究し
ている者が一番行きたいところは､ 実は堤防の被
害なのです｡ 堤防というのは､ 地震の次の日にな
るとブルーシートがかぶされてしまい､ 実際の被
害状況を見ることができません｡ この付近ですと､
石巻にある鳴瀬川､ 吉田川は過去の地震で何度も
被害を受けていますので､ まずそこへ行こうと､
この２つの目的で大学を出ました｡ 自宅へ帰って､
また大学へ戻ろうとしたのですが､ 残念ながら､
国道45号線がとても混んでおり､ もう鳴瀬川まで
は行けそうな状況にないので諦めました｡ 図-32
の赤で書いたのが砂押川という川ですが､ この川
を渡り切ったら大学に行けました｡ ここは高台な
ので津波に対して絶対安全なのはわかっていまし
た｡ たまたま､ すぐ近くまで来たところ砂押川の
堤防を越えそうなくらいの津波が来ているという
話があったので､ 仕方なく国道45号線沿いの歩道
橋まで歩いて戻りました｡ 歩道橋の上でとりあえ
ず避難して､ 先ほどお話ししたように30分も歩道
橋の上で我慢したらまた大学へ戻ろうという発想
でした｡ 津波の水は､ １つは仙台港を伝わって､
国道45号線を伝わってこちら側に来ました｡ それ
からもう１つは砂押川を上流してこちら側から来
ました｡ それからもう１つは､ 多分この周辺全体
から上がって､ こちら側に押し寄せる津波でした｡
図-33の写真は､ 一番遠くから流れてきた水で､
隣の駅から国道45号線沿いに水が流れてきていま
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す｡ 左上の写真から見てみますと､ 奥のほうから
水が流れてきて､ 歩道にいる人は全く気がつかな
い様子でお話ししております｡ 左下写真のように､
そのうちに段々近づいてくると逃げ出すというこ
とですが､ 我々のいたところでは､ よくテレビで
は激しい波で襲ってくるのがありますが､ ゆっく
りゆっくり､ 走れば十分逃げられるぐらいのレベ
ルでした｡
どんどん水が近づいてきて､ 私のいた歩道橋の
周りも､ 最終的には完全に冠水してしまいました
(図-34)｡ 一番深いところで､ 多分､ 胸か首ぐら
いまで冠水したかと思います｡ 歩道橋の上には､
一番右下の写真にありますが100人強の方が避難
をしていました｡ これが30分ほどで引くかと思っ
ていましたが､ 全然引かないで延々と時間だけが
経っていきます｡ 夜が近くなってくるとみぞれが
降ってきて､ 非常に寒い思いをしました (図-35)｡
この状態から､ ほとんど水が引きませんでした｡

12時間ぐらい経って､ ようやく手漕ぎのボートで
助けに来てくれて､ １回に10人ぐらいずつ運んで
くれるようになりました｡ とりあえず陸地に着く
と､ 毛布を与えられて､ これからどうするか説明
を受けるのですが､ この近くには暖房器具も毛布
もありません｡ 電灯も全部消えてありません｡ 避
難所は市役所ですから､ 夜道で分かる人はどうぞ
行ってください｡ だめな人はこちらで泊まってく
ださいというムードでした｡ 確かに毛布は与えら
れたのですが､ 次の船で､ 次の人たちがくると､
もう取り上げられてしまうような状況でした｡
翌日の朝になり我が家に行ってみると､ 我が家

はまだ水が浸かっています (図-36)｡ １日に何回
か大学と自宅の間を往復してみると､ 夕方になり､
ようやく水が引きました｡ ただ､ もう夜遅くて家
の中に入る状況でなかったのでこの日は入れませ
んでした｡
次の日に､ やっと入ってみますと､ 図-37のよ
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うな状況でした｡ ここでラッキーの１つ目ですが､
実は､ 単身赴任をしておりまして､ この家は１カ
月ほど前に引っ越してきて､ 家内が３月14日､ 15
日に掛けて引っ越してくる予定でした｡ 家内が引っ
越してくると､ 荷物は全部１階に置くつもりでし
たので､ 今､ ほとんど家に荷物がなかったのです｡
被害を受けたのは洗濯機とコタツの上下の布団､
ストーブとちょっとした小物ぐらいでそれほど大
した被害ではありませんでした｡ ただし､ 見てい
ただきますと､ 泥がたまっていますが､ これは津
波で床上浸水したために残った泥です｡ 不思議と
畳の部屋は割と泥が残っていないのですが､ 畳は
下からの水なので､ 浮き上がってしまい､ そのま
ま沈むことで泥が残らないのです｡ なお､ 私が一
番ショックだったのは､ 右上の写真です｡ 実は､
地震工学も教えているものですから､ 講義の際に
学生には必ず地震が起こったらお風呂に水をまず
貯めなさいと言います｡ そうしますと､ 過去の地
震被害からは､ １週間ぐらいで通水しますので､
その間の生活が随分と楽になってきます｡ 私も水
を貯めておいたのです｡ それが何故か帰ってきま
したら､ 全部水が抜けてしまいまして､ これが一
番のショックでした｡ 廊下は､ 大体床上50センチ
なので､ こんなものかなということです｡
この泥などを排水しなくてはいけないのですが､
とにかく水がありません｡ 仕方がないので､ 自宅
のすぐ横に排水路が通っていたのですが､ この排
水路の水を利用させていただくことにして､ とに
かく泥をきれいに取り除くことにしました｡ まだ､
こういう右上のように水がたまったような状況で

す (図-38)｡ これを順番に取ると､ 図-39ぐらい
まで片付きました｡ 基本的に泥をいくら拭いても､
基本的には水が汚いと余りきれいにならないので
す｡ これ以上､ 水がないので､ 地震後４日目の状
況ですが､ これから20日ぐらいは､ もう家はこの
状態から全然進まなかったのです｡
それから今度､ 電気が通るまで10日ぐらいあり
ました｡ こうした時に大学の職員は自分の研究室
を使えましたので大変助かりました (図-40)｡ 食
事は大学の事務室で３食カップラーメンを食べ､
寝るところが無いので保健室のベッドで寝させても
らいました｡ 電気が10日後に通電しますと､ その
後は､ とにかく寝るためだけでも家に帰りました｡
すると､ 家ではネットが使えるようになっていたの
です｡ トイレの水はさきほどの排水路の水をお風呂
に少し貯めておいたので､ 大丈夫だと思いました｡
ところで､ こうして生活しても､ 余り生活感が

ありません｡ 例えば､ スーパーでは当初２～３時
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間並ばなければならなかったのですが､ この時期
になると10分位並ぶだけで済みました｡ スーパー
に入ると肉も魚も野菜もあるのですが買えないの
です｡ 単身赴任という事情はあるのですが､ 水が
出ないので買っても料理はできない｡ それから､
食器も洗えない｡ そうした意味で水がないと動け
ないわけです｡
水道が23日後に復旧しました (図-41)｡ ようや

く片付けができるようになったので､ 近所の人に
聞いてみると､ やはり電気よりも水が大事だとい
うことを実感として言われていました｡
その際に､ 水道がいつ復旧するか分からないと
いうのは非常に不安だったのですが､ 幸い､ 多賀
城市の方はインターネットで随分丁寧な情報提供
をしていただけました｡ その情報はどのように書
いてあったのかと言いますと､ なぜ水道が断水し
ているのか､ いつ頃復旧するのかが書いてあり､
私などは非常に安心して､ どのぐらい我慢したら

良いのかが分かりました｡ ただ１つの問題点は､
ウェブ上で公開してあったために､ 例えば､ 我が
家の周りは結構､ 年を取られた方がいるのですが､
その人たちに情報が行き渡らなく､ 私がいろいろ
なことを教えると､ 皆さんから結構頼りにされる
ようになりました｡
問題は､ なぜ復旧まで３週間以上も要したのか

ということですが､ 実はこの調査において､ 地図
をいただいて愕然としたのですが､ 水源地から延々
と120km ぐらい遠い多賀城市まで水が送られて
きている｡ また､ その幹線がたった１本なのです
(図-42)｡ 上流から順番に直してくるので､ 多賀
城市まで直すのには20何日もかかってしまったと
いうことです｡ やはり１本の線というのは､ ライ
フライン企業では僕はあり得ないと思っていたの
ですが､ 現実に起こってしまいました｡
それから､ もう１つ苦労したのが､ お風呂です
(図-43)｡ まず水がありません｡ 次に､ ガソリン
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がないため遠くへは行けない｡ ラジオでは､ どこ
の温泉が開いているなどの話をするのですが､ 全
く無縁の世界です｡ 地震後10日目にしてやっとお
風呂に入りました｡ これは知り合いの会社の社員
の家で入れていただいたのです｡ 次は､ 卒業生の
実家で入れていただきました｡ こうしたことに気
を配ってくれるのは必ず女子学生です｡ ですから､
大学ではこれからも女子学生を大事にしないとい
けないと､ こうしたところで感じました｡
あと､ 地震の調査に行きますと気を遣っていた
だいて､ 温泉で泊まったので悠々なのですが､ 調
査から帰ってくるとまたお風呂のない生活に戻っ
てしまいました｡
ようやく４月４日に水が通って､ ｢これでお風
呂だ｣ と思うと､ また問題が起きてしまいまして､
それはこの期間に寒い期間があったので､ その間
に給湯器のパイプが破損していたのです｡ それも
焦って修理を依頼し､ やっと４月９日に我が家で
お風呂に入れる状況になりました｡
最後になりますが､ そうした意味で今回､ 水道
の必要性を感じました｡ 従来からお話をしてきた
ことなのですが､ 水道関係の方､ 市町村の方など
といろいろお話しすると､ 生活必要水として１日
３Lですよとお話されます (図-44)｡ それを基準
に備蓄をしている｡ それに対して､ 私はそんな水
は必要ないと考えます｡ 要するに地震が起きた場
合､ これまでの地震を見ていますと､ 次の日から
ペットボトルが沢山届いて､ 水が足りなくて死ぬ
ようなことはありません｡ ただし､ 下の写真は自
衛隊がお風呂を沸かしているところですが､ 仮設

トイレやお風呂など実際に生活するようになると､
その水の確保に困ることを感じましたし､ これま
でも話してきました｡
ところが､ 自分が被災をしてみると､ まだそれ

では足りなかったのです｡ １つは生活用水､ つま
りは炊事ができないと生活ができない｡ それから､
もう１つは復旧作業｡ 私の場合は津波で泥が多かっ
たのですが､ 決して普通の津波と関係のないとこ
ろでも状況は同じはずです｡ その清掃作業には水
が欠かせません｡ そうした意味で復旧作業にも水
は非常に大事だということ､ いろんなところで思
い知らされた被災期間でした｡
以上で終わりにさせていただきたいと思います｡

どうもありがとうございました｡
古米 �田先生､ どうもありがとうございまし

た｡ 非常に生活感や現場感に溢れておりましたが､
後ほどの意見交換では専門の地盤､ あるいは地震
工学のお話もお聞きしたいと思っています｡
以上で､ 講師の方々の基調講演が終わりました｡

冒頭申し上げたように､ 今回の大震災におきまし
ては､ 各地方支部の方々が､ その被災した地域に
入られて､ 支援､ 応急､ 復旧にご尽力いただきま
した｡ そうした観点から､ 今回応援に行かれた事
業体からのご意見をいただきたいと考えまして､
阪神淡路大震災の際に神戸市へ支援協力された大
阪市さん､ 次に新潟市さんには今回の大震災の支
援に加えて､ 中越地震の際には自らが被災された
という２つの経験をお持ちですので､ そうした観
点からご発言をいただきたいと思います｡ 最初に
大阪市水道局の尾原さんから､ ご発言お願いいた
します｡
大阪市水道局 尾原氏 大阪市水道局における

応援活動について､ 簡単にご報告させていただき
ます｡ 地震発生翌日の３月12日の10時より､ まだ
応援担当地域が確定していない中で､ 応援隊を出
発させまして､ その道中で日本水道協会から､ 茨
城県茨城町に向かうよう､ 連絡を受け応急給水活
動を実施いたしました｡
そのさなかの14日ですが､ 関西地方支部及び中

国四国地方支部において､ 岩手県を担当すること
になりまして､ その中で､ 関西地方支部は､ 主に
海岸地域に位置します宮古市､ 山田町､ 大槌町､
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大船渡市､ 陸前高田市､ この５市町村への応急給
水活動を行いました｡ 現在は陸前高田市において
のみ､ 応急給水を活動している状況です｡
一方､ 応急復旧に関しましては､ 陸前高田市に
対して支援を行っております｡ 先ほどもお話しが
ありましたように､ 陸前高田市におきましては､
管路施設の被害はさることながら､ 津波で水源の
浅井戸が汚染され､ 使用不可能になったという状
況と､ 電気が通っていない状況で､ 水源が全く確
保されていないという状況でした｡ そうしたなか､
仮設電源を用いて､ 水替えをして､ 水質の回復を
期待しながら､ その結果､ 塩化物イオン濃度等も一
定回復したなかで､ ５月10日に陸前高田市の一部
地域におきまして､ 給水を開始できたところです｡
こうした中で､ 避難所､ 仮設住宅などに至るよ
うなメインのルートを優先的に復旧することで､
応急復旧の方針を立案しまして､ 現在は陸前高田
市､ 盛岡市､ 一関市､ 神戸市とともに漏水調査等
の作業を進めている状況です｡
ここで阪神淡路大震災での経験を踏まえて機能
したと考えられる点ですが､ 先ほどお話しさせて
いただいたとおり､ 地震発生の翌日､ 速やかに応
援隊が現地に向かうということで､ 比較的迅速に
対応ができたのではないかと考えております｡
さらに､ 日本水道協会における ｢地震等緊急時
対応の手引き｣ などこうした地震災害にかかる対
応マニュアルが整備されていましたので､ 日本水
道協会の枠組みのもと､ スムーズに応援体制が構
築できたのではないかと考えております｡
一方､ 陸前高田市は非常に深刻な被害状況でし
たので､ 先の見通しが立たないなか､ 職員の方も
非常に疲労､ 疲弊された状況でしたが､ 復旧に向
けての計画案を立案し､ 提示させていただくなか､
通水に向けてのロードマップが見えたことで､ 職
員の方の負担や､ 気持ちが収まる部分と､ それか
ら､ 我々､ 応援事業体との信頼関係が一定構築で
きたことで､ 一丸となって取り組めるようになっ
たことがあるのではないかと考えております｡
それから､ 主に応援活動に関する側の視点に立っ
た部分での課題点ということで､ 数点､ 提示させ
ていただきたいと思います｡
まず､ 復旧方針の決定に時間を要したことが挙

げられます｡ この原因としましては､ 陸前高田市
の市役所庁舎そのものが被災したため､ その初動
に非常に時間を要した部分もありましたが､ やは
り､ 被災都市との信頼関係を構築する部分に若干
時間を要した面もありました｡
今後は震災後の早い段階から被災都市との復旧

に向けたコミュニケーションを深めて､ 被災都市
の意向を踏まえた復旧計画､ 方針を速やかに立案
し､ 意思決定をすることが必要ではないかと考え
ています｡
それから､ 陸前高田市では､ まだ現在も支援が

必要な状況というなかで､ 活動が長期化をしてお
り､ 応援事業体における負担というのも一方では
懸念しています｡ この長期化する活動のなかで､
特に､ 中小の事業体にとりましては､ 非常に負担
も大きく､ 活動の割り当て上､ 一度､ 地元にお帰
りいただかなければならないといった状況も発生
するなか､ 応援事業体の負担をいかに軽減､ 平準
化させるのかという考え方の整理が､ １つの課題
であると考えています｡
それから､ 応援先の決定方法や､ 複数の枠組み

での応援体制の存在について少しお話させていた
だきたいと思います｡
今回の地震に伴う主な応援先としましては､ 岩

手県､ 宮城県､ 福島県があったなかで､ 関西地方
支部及び中国四国支部が岩手県を応援先として分
担させていただいています｡ これは当時の状況下
において､ 迅速に応援先を決定するという観点か
ら必要な対応であったということでは理解してい
ますが､ 今後の広域災害が発生した場合の応援体
制の編成に関しましては､ 地理的な要因について
も配慮した工夫が必要ではないのかと考えていま
す｡
また､ 日本水道協会の枠組み以外､ 行政レベル

での都市間の応援というのが存在しています｡ そ
れはそれで非常に有効でもありますが､ 並存する
形の中で､ 一部混乱を招いた部分も課題としてあ
るのではないかと考えております｡
最後になりますが､ 被災された方々､ 地域への

１日も早い復旧､ 復興に向けての支援につきまし
ては､ 今後も継続をしていきたいと考えておりま
す｡ 以上でございます｡
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古米 どうもありがとうございました｡ 続きま
して､ 新潟市の加藤様よりご発言をいただきたい
と思います｡
新潟市水道局 加藤氏 初めに､ 今回被災され
ました住民の方はもとより､ 被災された事業体の
皆様には心よりお見舞いを申し上げます｡
今回の大震災で新潟市は大都市災害相互応援に
関する覚書によりまして､ 仙台市で３月12日早朝
から応急給水活動を行い､ その後､ 日本水道協会
宮城県支部長である石巻地域広域水道企業団の要
請で東松島地域及び名取市､ 大崎市､ 利府町にお
いて応急復旧及び応急給水活動を展開し､ ４月18
日に撤収しています｡
中越及び中越沖地震の経験からの話では､ 被災
後すぐに仙台市から要請を受け活動を開始しまし
たが､ その後､ 多少の混乱はあったようですが､
全体的には平成20年に改訂しました日本水道協会
の ｢地震等緊急時対応の手引き｣ が機能し､ 地域
割された全国的な応援体制が構築されたと考えて
います｡
しかし､ 応急給水では大都市及び日水協経由の
応援要請があり､ 被害が太平洋沿岸の広範囲に及
んだこともあり､ 初期の頃は ｢どこがどこで応援
しているのか分からない｣ といった情報収集面で
の課題も残したのではないかと考えています｡
これまで以上に確実な衛星電話等のハード及び
ソフト面での全国的な情報収集､ 共有体制の構築
が必要と感じられました｡
また､ 今回は津波による甚大な被害と原発によ
る影響も大きく､ これまでの震災とは様相が全く
異なることは皆さん周知のとおりです｡
津波被害では､ 応急復旧しようにも大量のがれ
きと満潮時等に浸水する地域があり､ これが応急
復旧活動全体を妨げたと考えています｡
このような被災地区への対応としまして､ 津波
の被害想定レベルに併わせた段階的な復旧手法と
いうものをあらかじめ策定しておくことも必要で
はないかと思われますし､ 応急給水の長期化も予
想以上のものがあり､ さらに効果的な給水手法な
ど､ 今後､ 検討していかなければならない事項だ
と考えています｡
さらに､ 管路図の整備については､ 今までの教

訓から再三指摘されておりますが､ まだ整備状況
が十分ではない地域もあり､ 復旧や通水作業をよ
り困難にした原因でもあると考えています｡
一方､ 中越地震と類似している点として､ 中越

では中山間地での簡易水道で被害が大きかったわ
けですが､ 太平洋側の沿岸部でもこのような簡易
水道が数多く被害を受けており､ 簡易水道の広域
化の推進と併わせ､ 水源の多元化など､ 改めて災
害時の対策を講じておく必要があると思われます｡
最後に､ がれきの中には､ より悲惨な現実があ

り､ 復旧に当たる水道職員も PTSD (心的外傷後
ストレス障害) を受けた人もいるのではないかと
心配しております｡ 私からは以上です｡
古米 どうもありがとうございました｡ ３件の

基調講演､ さらには２つの事業体から実際の応援
の実態と､ その中で見つけられた課題等について
もご発言いただきました｡
ここから意見交換､ 最後にはフロアからもご意

見をいただく時間を設けたいと思います｡ 最初に
講師の方々との意見交換をさせていただきたいと
思います｡
はじめに､ 宮島先生にお聞きしたい点がありま

す｡ 今日､ 実際にどんな被害があったのか､ 特に
従来とは違って津波も合わさった形で､ 液状化と
津波などいろいろと複雑な被害状況が分かってき
て､ 今後それをさらに明確にしていく必要がある
と思います｡ そうしたことから､ 対津波という観
点から､ 水道施設､ あるいは水道管路を含めて､
何か先生のお考え等があればお聞きしたいと思う
のですが､ いかがでしょうか｡
宮島 先ほども申しましたように､ 新しい被害

形態ということで津波があるわけです｡ 津波に力
で対抗しようというすべは､ 現在のところはない
のですが､ 今後､ そういう方向もあろうかと思い
ます｡ さらに､ 地震の発生頻度も高いと言えば高
いのですが､ 同じ地域ではそれほど高くはありま
せん｡ すべての地震で津波が発生するわけではあ
りませんから､ 津波の発生頻度は極めて低いので
す｡ そうした低い頻度の災害にどう対応するかと
いうことで､ ソフト的な対応を十分にやっておく
選択肢もあろうかと思います｡
リスクの分散と言いますか､ 水源を複数準備し

第80巻 第８号 (第 923 号) 平成23. 8水 道 協 会 雑 誌

52



( )

ておくとか､ �田先生のご発表にもありましたが､
重要な管路が単線になっている場合には､ 大変な
のですがそこを複線にするとか､ 耐震化をどうに
かして進めておく必要があると思います｡ そのよ
うに発生頻度は低いのですが､ 一旦起こると重大
な影響を与える低頻度巨大災害に対しては､ その
リスクの分散ですとか､ ある程度の被害を許容し
て早い復旧を行なうという考え方もあろうかと思
います｡ 今後､ そのあたりをしっかりと整理をし
て対応を考えていかなければと考えています｡
古米 どうもありがとうございます｡ 要は､ 新

しい発想で､ 対津波ということが､ その頻度がど
れぐらいあるのかもありますが､ 新たな観点で水
道施設も見直すことが必要なのかなと思います｡
先ほどの宮島先生からのお話にもあったように､
津波被災地は実際上､ 液状化が起きて､ なおかつ
津波が来たという２つの複合的被害かもしれない
というお話がありました｡

�田先生のご専門が地震地盤工学ですが､ 液状
化､ あるいは造成地の関連で､ 要は施設自身がしっ
かりしたとしても､ その支える地盤が非常に脆弱
であれば､ 非常に問題があると思われます｡ 今日
は生活に基づいた水需要者からの立場で被災状況
と水､ 水道の重要性､ その情報提供の重要性をご
指摘いただきました｡ �田先生がそうした観点か
ら地盤､ あるいは液状化､ 今回の場合でも千葉県
の浦安市であるとか､ 茨城県の鰐川浄水場が液状
化で被害を受けたように､ 確かに津波の被害も多
かったのですが､ 従来型の被害も多々あり､ 特に
造成地､ 埋立地は､ 今後､ かなりしっかりと評価
して対応することが大事だと思うのです｡ 何か�

田先生からそうした観点からご意見いただければ
と思います｡

�田 少しご質問の観点からずれてしまうかも
しれませんが､ 今回､ 非常に感じましたのが､ 我々､
研究サイドの意識､ 発表と実際に対応される行政
の方との意識が少しずれているのではないかとい
うことです｡
ご質問のあった､ 宅地造成の被害､ 液状化の被

害､ それから､ 道路と､ 例えば建物の取り合いの
部分､ これらは我々の観点からすると既にわかっ
ていたお話ではあります｡ 例えば､ 私自身､ ２年

前に論文を書いておりまして､ そのときは南海､
東南海の連動型がターゲットだったのですが､ そ
うした巨大地震が来ると液状化の危険度は増しま
す｡ 液状化の世界では､ 安全率を FL と言うので
すが､ FL２までは液状化しますという論文を書
いています｡
それから､ 宮城県では､ 特に78年の宮城県沖地

震の再来が問題になるということで､ そういう声
も結構いただいていたのですが､ その際に私がお
話ししてきたことは､ 1981年の新耐震基準以降､
構造物は丈夫になっているため､ 78年ほどの被害
が出ないでしょう｡ だけど､ 78年の被害に起きた
造成地盤については､ また滑りますよということ
も既に何度も､ 地震の前からお話ししてきたこと
です｡
また､ 例えば､ 浦安などで見られた沈下した建

物や､ 沈下した道路との間で､ 水道管やガス管な
どとのギャップが起きてしまって､ そこで壊れる
という被害も､ 実はもう既に地盤工学会の本の中
に書いています｡ 要するに､ 個別に対策すると､
対策のレベルによって沈下量が違うため､ 今述べ
た問題が起きますので､ まず､ 造成地をつくった
ときは地域的に対策してくださいと指摘していま
す｡ まずは全域で最低限の対策をしてから､ さら
に個別の建物は個別で必要な分だけやると良いで
しょう｡ そういう地域的な問題も指摘しています｡
今回のいわゆる地盤の被害については､ 私から

見ると想定内の被害です｡ そのようにして我々が
発表しているのですが､ 行政の方､ 実際に例えば､
最後に造成地をつくって売られる方は､ その対策
をしていただいたかというと､ そんなことすると
コストが上がるということで､ 多分していただい
ていないだろうし､ 残りについても､ 多分それほ
ど聞いていただいてはいないのではないかと思い
ます｡
ですから､ そこのギャップをどのように埋めて

いくかということが､ 被害を軽減していくうえで､
かなり大事なことではないかと感じました｡
古米 まさに､ 既に科学的にも､ あるいは学術

的な世界ではわかっていたり､ 実際にその情報が
オープンにはなったとしても､ 実際の場において
は､ 普段問題なければ､ 何か事故が起きない限り
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クローズアップされないというわけです｡
実際上､ 何か事業を起こすとか､ あるいは現場
で行うときには､ なかなか明確な強制力がない限
りは動けないところだと思います｡
そうした意味においては､ 今日､ 石飛課長がい
らしていますので､ 行政面でそうした必要性は分
かっているが､ 実際に持っていくことが難しい時
に､ ガイドラインをつくるなどいろいろな方法が
あると思います｡
先ほどの場合は造成地とかのお話ですが､ 何か
ご意見があればお聞きしたいと思います｡
石飛 水道に関して言いますと､ 耐震化が必要
だということは､ もう耳にタコができるように､
随分前から申し上げているわけです｡ 水道でも､
財政的な事情でなかなか耐震化が進んでいかない
という現実があります｡ もちろん､ 水道事業者だ
けが頑張ればできるということではなくて､ 市町
村または都道府県の首長さんを始めとして､ 議会
の方々にもご理解をいただくことが必要になって
くるわけです｡ 場合によっては水道料金を上げざ
るを得ないことを考えますと､ やはり､ 耐震化の
ための資金を確保することは決して容易ではない
ことも承知しております｡
しかし､ 今回の大震災を大きな契機にして､ 耐
震化､ そしてソフト面での対策も含めて､ 災害に
強く長持ちする水道にしていかなければいけない
と思います｡
その時に､ 財源面で言いますと､ 最近は一括交
付金化によって､ 国全体で水道の耐震化のために
いくら使われるかが前もって決められない資金に
なってきつつあるのですが､ 各自治体の自主的な
判断を信じて財政的な支援をこれからも続けてい
こうと思います｡ 先ほど､ 古米座長からお話があ
りましたように､ いろいろな技術的な支援をする
ための各種ガイドラインも整備していかないとい
けないと思います｡
今回の震災をきっかけにして､ 国民の皆様､ そ
して市町村､ 都道府県の議会や幹部の方々にも､
水道のありがたさはわかっていただいたと思いま
す｡ そこで､ 現在の水道はこういうリスクを抱え
ている､ このリスクを少なくするためには､ どう
しても耐震化による施設更新が必要だということ

を､ 単に定性的に言うのではなくて､ 現在の施設
ではこのぐらいの断水日数が予想されますが､ そ
れを耐震化することによって､ 何日までに軽減で
きるというようなリスクの大きさを示すことで､
必要な財源を確保して計画的に推進していくこと
が重要と考えます｡
既存施設の耐震化だけではなくて､ 管路の複線

化とか､ 複数水源の確保の必要性も､ 皆さんにご
理解をいただく絶好の機会ですので､ この大震災
をきっかけにして､ 今後の水道施設の更新を加速
していくような工夫なり情報発信は､ もっと我々
も皆さんと協力してやっていく必要があるし､ 価
値があることだと思っています｡
古米 どうもありがとうございます｡ 私から各

先生方のご講演に関連して､ いくつかご意見をい
ただきました｡ 復興に向けたビジョンづくりにつ
いて､ 余りにも大きい大震災で新しいことでもあ
りますので､ 論点を分けて整理をする必要がある
と思います (図-45)｡ １つは短期と長期のところ
でどううまくいき､ 今後どうすれば良いのか｡ ハー
ドとソフトと､ さらには広域的で複合的な新しい
想定外だったと言われるものに対して､ どうリス
ク災害として考えていくか､ 大きく３つほど挙げ
させていただきました｡
どの先生方でも結構だと思いますが､ 私は私な

りに皆さんのご発表と事業体からのご発言を聞い
て､ 少なくとも緊急対応はマニュアルができてい
たということで､ それなりに機能しましたが､ 余
りにも大き過ぎて課題もいくつか見つかったと認
識しています｡ つまり､ 最大限の努力をして､ か
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なり過去の経験が生かされたが､ 今回は全く新し
いものがあったということだと思います｡
ただし､ 今から次の復興については､ まだこれ
が正しい､ これが良い方法だというのは､ やはり
出てきにくいだろうという点が私は感じられまし
た｡
ハードに関しては､ 耐震化は非常に重要であり､
実際に機能していることがわかりつつあるので､
しっかりと整理していくことが大事です｡ また､
従来とは違うタイプの造成地の話､ あるいは､ 液
状化と津波のように複合した時にどうなるのかも
整理する必要があると思います｡
もう１つ､ ソフトに関しては､ 非常に通信網が
機能しない､ あるいは､ コミュニケーションする
ツールというものが限られていた状況の中で､ 改
めて情報をどう受け取って､ 住民の方を含めて､
どう情報を発信するのか｡ �田先生のお話にもあっ
たように､ ウェブには載っているが､ 必ずしもそ
れがうまく伝わらないケースもお年寄りの方には
あるとか､ あるいは､ 事業体間でも情報交換を共
有する必要があるのではないかという新潟市さん
からのご発言にもあったように､ 情報をどう活用
し使っていくのか､ あるいは管理するのかという
ことも､ まだまだ課題があるのかと思いました｡
最後の複合的災害への対応について､ もし､ 講
師の先生方から短期､ 長期､ あるいはハードとソ
フト面､ さらには３番目の広域的､ 複合的な災害､
低頻度のリスクに対してどう考えるのかを含めて､
何かご感想なり､ ご意見があれば､ お受けしたい
と思うのですが､ いかがでしょうか｡

�田 少し観点がずれてしまうかもしれません
が､ 宮島先生がお話された残余のリスクという考
えが非常に重要だと思います｡ 従来は､ 耐震設計
をしているから壊れないという前提があり､ 特に
日本では､ いろいろな方に聞いても､ 壊れる前提
でお話しすること､ そのものが間違いであるよう
なことが一般的に行われていました｡
私の身近な例で言いますと､ ある時に杭が壊れ
ても持つような耐震設計法を考えたことがありま
す｡ そこである建設会社にこれは素晴らしいから
特許を取ろうよ､ という話をしましたら､ 特許を
取っても役に立たないと言われました｡ どうして

か､ 壊れるという可能性があるだけで､ もう発注
者はそれを受けてくれないという話をされました｡
それから､ 最近､ 新聞に載っていたのですが､

例えば､ 福島の原子力が問題になっていますが､
ロボットの開発をしたところ､ 原子力発電所は壊
れないのだから､ そんな開発はいらないと途中で
止めてしまった事例が最近ありました｡
とにかく日本というのは､ 要するに壊れるとい

う前提自体が議論の対象にならなかったのです｡
ですから､ 今後､ やはり議論の対象として､ 壊れ
るということも､ 万が一でもあるという前提で､
もう少し議論がスムーズにできるような､ 意思の
疎通ができると非常に良いと思います｡
古米 まさに､ 要はフェイルセーフ的なもので

あるとか､ 多様な水源を確保しておく､ 起きたと
しても直ぐに復旧できるなど､ いろいろなオプショ
ンがあると思うのですが､ 宮島先生なり､ 石飛課
長､ 関連でご意見があればいただきたいと思いま
す｡
宮島 性能設計というものが現在､ 多く用いら

れるようになってきています｡ それまでは､ 壊れ
ないが前提だったのですが､ 性能さえ保たれれば､
少々壊れても良いのではないかという発想が重要
だと思います｡
耐震設計で言いますと､ 道路橋の高速道路１本

だけは､ 少々壊れても緊急の自動車だけは通れる｡
多少段差があっても通れれば良い､ 高欄が落ちて
も良い｡ 低頻度巨大災害に対しては､ とにかく最
低限の性能が保たれるように設計をしましょうと
いうことが始まっています｡
したがって､ 壊れる､ 壊れないといった議論か

ら､ もう一歩進んで､ 最低限の性能とは何か､ そ
れをどう確保するのかというようなことで､ 今回
の大津波に対しても同じように考えていければ良
いのではないかと考えています｡
古米 ちょうど地球温暖化の議論と似ているの

だろうなと思いました｡ 抗し切れないものに対し
ては､ 一生懸命対策を打ってやるのではなく､ 二
酸化炭素濃度はどうしても上がってしまうと認識
し､ もちろん､ 減らす努力を直接的に行いますが､
上がったときにどう順応するか､ 少なくとも被害
をできるだけ軽減するなど､ 今回の場合は､ いか
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に減災するのかを改めて水道の中でも１つ１つ積
み上げていき､ 概念を作らなければいけないのか
もしれません｡
その意味において､ 何が最低性能なのか｡ どん
な状況の時に､ どこまで最低性能を確保するのか
という議論を本当に始めないといけないと改めて
思いました｡
石飛課長からその関連で何かございますか｡
石飛 ただ今､ お二方の先生､ 座長がおっしゃっ
ていることは､ まさに水道にも当てはまることだ
ろうと思っています｡
また話題が変わるかもしれませんが､ 後ほど主
要なテーマになります復興に関して､ 今のご指摘
をちょっと応用して考えると､ 津波の被害の地域､
これは新聞､ テレビ等で皆様も画像は何度もご覧
になっていると思います｡ 実際にあの地域に住ま
れていた方々の中には､ 水産業に携わっておられ
る方､ 農業や畜産業を営んでおられる方､ そうし
た１次産業の方が結構いらっしゃると思います｡
もちろん､ 製造業やサービス産業の方もいらっしゃ
ると思います｡
水産業の方々のご意見を新聞等で見ますと､ や
はり自分たちはこれからも漁業を続けていきたい｡
となりますと､ ｢高台に皆さん移転してください｣
と言葉で言うのは簡単ですが､ なかなか､ 単純に
そういうわけにはいかないわけで､ これから本格
的な復興の段階になったときに､ それぞれの地域
の中で､ 何処にどのような形で住むかということ
が､ 大変重要になってくると思います｡
そうしますと､ 当然､ 水道もそれに合わせた形
で整備をしていく､ または復興させていくことが
必要になってきます｡ どうしても沿岸域でなけれ
ばいけない漁港であったり､ 魚市場であったり水
産加工場であれば､ そこに水を配るとなると､ そ
こは津波の被害リスクは絶対ゼロにはならないわ
けです｡ そうした地域での水道は､ 災害リスクを
抱えたうえで､ これ以上の被害は免れたい､ そし
てできるだけ復旧の早い施設にしたい､ というよ
うな考え方を､ よく地域の住民の方々にも分かっ
ていただいて､ 整備をする必要があるでしょう｡
一方､ 高台に行きますと今度は水源が十分ある
かどうかということも､ よく考えなければならな

いわけで､ 津波､ 地震とは違う､ 水道にとって別
のリスクを抱える可能性もあります｡ そうしたと
ころもよく情報提供して､ 納得したうえで､ いず
れにしても災害にはできるだけ強い､ 安心できる
水道をつくっていくのが､ 今後の復興の中で考え
られるリスク管理ではないかと思っています｡
古米 要は､ 本当に更地になった場所の水道を

どうするのかを､ まちづくりの人が計画した後に
言うのではなくて､ 水道分野の人たちが､ ｢こう
いう水配給システムがあるので､ まちづくりに反
映してください｣ という逆にあるべき姿を伝える
立場にもあるものと私は思っています｡ 石飛課長
のお話を聞いていますと､ いかに提案をしていく
ことが大事なのかわかります｡ 技術者だけの目線
だけですと､ なかなかそれは必ずしも実現はしな
くて､ 住む人､ 水需要者にとってどうあるのかを
組み込みながら､ 具体的な提言ができることが大
事かと感じました｡
ちょうど､ 高台と沿岸域の職住分離のような話

が出ましたので､ 突然ですが､ 個人的には今の水
道は､ 飲料水の水質基準を満足させて送ることな
ので､ 例えば､ 人が住むのは高台である程度限ら
れた場所に住み､ 漁業をする方々の事業所として
は津波被害を受けた海岸の地域で活動する｡ そう
しますと､ 業務地域では生活用水は少なく､ 飲料
水レベルのきれいな水の必要量は一人一日当たり
10Lか20L 程度で､ 多くは業務用の水となります｡
そうしますと理想論とかつて言われていた２元給
水とは言わないまでも､ 浄水をして清浄な水を直
接給水する必要な家庭と､ 一部の事業所には業務
用の水供給に､ 分散型でコンパクトな高度処理ユ
ニットを連結して､ そこから飲料水レベルの清浄
な水を供給するという部分的な分散型水供給シス
テムが考えられます｡ すべての水を高度に処理す
る必要はありませんので､ 長い目で見ると大きな
お金をかけないで済むかもしれません｡ 一方で､
その方式で本当に水質を管理できるのかというこ
とや､ かえって複雑になることも感じます｡ ｢従
来､ こうだからきっとだめだ｣ という部分を１回､
度外視して考える価値もあるのかなと思います｡
その点については､ 石飛課長はどのようなご意

見をお持ちでしょうか｡
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石飛 まだ､ ２元給水という具体的なイメージ
までは持っていませんでした｡ 確かに､ これから
住む場所､ また､ 仕事をする場所で､ どういう水
のニーズがあるかということをよく把握した上で､
白地でつくるということは､ ある意味､ 初めて水
道を引く､ 我々の大先輩方が従来やってきた水道
のあり方とは､ 少し違った意味の水の供給の仕方
はあり得るかもしれないと思います｡
ただし､ その場合でも､ 飲む水というのは絶対
必要な場所には配っていくのが基本中の基本です
から､ 住む場所には当然､ これまでと同じように
安全性の高い水道を整備する｡ それ以外の用途に
ついてどう整備するかは､ 大都市で言えば工業用
水的な､ また業務用水的なものが被災の地域でど
のように活用できるかは､ 今までの狭い意味の水
道の概念にとらわれない水の供給の仕方を考える
ことにもなり､ 大事な視点だろうと思っています｡
今後の復興計画を､ 被災地と連携して､ 他の省庁
とも相談をしながら政府全体として考えるうえで
も､ そうした視点は､ 大事ではないかと感じまし
た｡
古米 工業用水という重要なキーワードを出し
て頂きました｡ 趣旨の２元給水は､ 実は上水道と
工業用水ともう既に２元給水的なシステムを日本
は持っていることを考えると､ もう１回､ 水供給
システム全体で見たときにどうあるべきなのかと
いうのは､ 今回､ 改めて考えるチャンスなのかな
と感じております｡
それでは､ 会場からもご質問いただきたいと思
います｡ ご発言があるようでしたら､ 挙手をお願
いいたします｡
日本水道工業団体連合会 坂本氏 貴重なご意
見ありがとうございました｡ 企業側の立場でのご
報告をしておきたいと思います｡ 地震が起こりま
して､ すぐ被災地へ行こうということで､ いろい
ろな企業､ 団体が対応してくれました｡
厚生労働省からは､ 緊急車両扱いの文書をいた
だきまして､ その文書と水団連の文書の写しを持
参すれば､ すぐに現地へ飛んでいけるような扱い
をしていただきまして､ 大変助かりました｡
いろいろなことを実施したなかで､ 非常に気に
なったことは､ １つは原子力の関係です｡ 周辺に

行くときに､ トラックの運転手がなかなか行きた
がらないことがあって､ 資材が運べなかったこと
もありました｡ また､ 被災地に工場を持っている
企業もありまして､ 実際に被災した企業もありま
した｡ しかし､ 割合に全国に分散して工場を持っ
ております｡ これからは､ こうした大規模被災に
なりますと､ そうした資材の生産分散化もきっち
り行ってもらわなければいけないという気もいた
します｡
応急復旧に入りますが､ これは全部ロジスティッ

クな企業でやらないといけないわけです｡ 応急復
旧に向けて､ 耐震化を前面に出してやろうと厚生
労働省も言って頂いております｡ また､ 以前に出
された交付要綱を再度出していただくなど､ 私ど
も企業としましても､ 耐震化に向けた動きをしっ
かりやっていきたい｡ それから､ 応急復旧に入る
に当たって､ 資材が足りないことでは困りますの
で､ 石飛課長にもお願いしておりますが､ 厚生労
働省からしっかり資材を生産するようにご指示を
いただいたうえで､ それを会員に送りたいと思い
ます｡
今まで大変助かりましたのは､ 毎日のように厚

生労働省から断水の情報をいただきました｡ これ
を全会員に即､ 送りまして､ どの事業体が困って
いるのかという情報を､ １つの判断基準にしまし
て支援を行ってきました｡ 情報の公開は非常に大
事なことですし､ これから放射能対策についても､
ご指導をよろしくお願いしたいと思います｡
古米 貴重なご意見ありがとうございます｡ 石

飛課長から何かありますか｡
石飛 発災以降､ 水道産業界の多くの方々には､

現地に入っていただき､ また､ 工場ではフル稼働
で資材等を供給していただいて､ 本当に復旧のた
めの一翼どころか､ 十翼ぐらい担っていただいた
と感謝申し上げております｡
そのなかで､ 資機材の生産の分散化という視点

は非常に大事だろうと思います｡ これからの災害
に強い企業戦略という意味では､ そういうことが
もっともっと進む､ また､ 企業間の連携や協力と
いうようなことも災害時の対応として､ まだまだ
できるのではないかと感じました｡
これから本復旧で､ 資機材も引き続き必要とな
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りますので､ 坂本専務理事からお話がありました
が､ 改めて協力依頼をさせていただこうと思って
おります｡
それから､ 情報の公表につきましては､ 今回､
我々も大変重視し､ 心がけていたところでして､
いろいろな意味で速く情報を出すことは復旧を早
める意味でも大事なことです｡ また､ 被災者の方々
に安心していただく､ 元気づけることにもなり得
ると思います｡ 今後も､ もっと工夫の余地がある
と思いますので､ 改善策を考えていきたいと思っ
ています｡
それから､ 被災した福島県の各地にさまざまな
事業体､ そしてメーカー､ 工事事業者の方々も入っ
ていただきましたが､ 今回初めて､ 原子力発電所
の外に放射能が大量に漏れてしまうという事態に
なりまして､ 現地に応援に入って作業をしている
方々が本当に大丈夫なのかということについては､
今の労働安全衛生法上も､ 原発以外の作業の基準
が十分にありませんでしたし､ そもそも放射能を
測る線量計も無かったわけでして､ 我々も正直な
ところ､ 判断のしようがなかったところです｡
今回いろいろなデータが蓄積されましたし､ ま
た､ 原発からの放出情報に加えて､ 大気中や土壌
中の線量なども合わせて､ どんどん情報が出され
蓄積されました｡ 二度とあってほしくないのです
が､ 万が一､ こうした事態が起きた時には､ 応援
に駆けつけていただいている方の健康管理につい
て､ 十分に安全性が確保されている作業かどうか
を判断するための情報提供も行っていきたいと思
います｡ 今回は不十分だったことを反省しており
ますので､ そこはまた､ 省内､ 政府の中でいろい
ろな情報をもらいながら､ 今後作業者のリスクを
下げていくために対応していきたいと思っており
ます｡ ありがとうございました｡
古米 確かに放射性物質の件では､ 風評被害な
どいろいろあり､ 住民の方や実際行動される方が
なかなか正しい判断ができず難しいところですが､
まさに､ しっかりとした科学的な情報を公開・周
知し､ それを拠り所にしながら､ より正しい方向
で行動できるような環境づくり､ 情報提供はとて
も大事かなと思っています｡
関連で､ ちょうど水道への影響ということで､

放射性物質への対策や水質モニタリングも含めて､
検討会が設置されておりまして､ 私も関わってお
ります｡ そうした検討成果をしっかりと皆様にお
知らせすることが､ 誤った風評がなくなる方向､
ゼロにはならないと思いますが､ 間違った方向に
は行かないのかなと私も感じております｡
ほかに､ ご質問､ あるいはご意見等がありまし

たら､ お願いしたいと思いますが､ いかがでしょ
うか｡ 会場から無いようであれば､ 講師の方々か
ら何か追加のご意見等いただく時間にもう少し使
いたいと思います｡ 最後､ 私なりに復興に向けた
ビジョンをまとめたスライドを数枚用意しました
ので､ それをお話ししたいと思います｡ それまで
少し追加で､ ぜひこれはということがあれば講師
の先生方からご意見いただきたいと思います｡
何か一言ずつよろしくお願いできますか｡
宮島 先ほど､ 大阪市さんと新潟市さんからの

ご発言にありましたが､ 日本水道協会の緊急時対
応の手引きが非常に有効だったというご紹介があ
りました｡ 復興の先にあるのは､ やはり､ 東海､
東南海､ 南海地震に対する備えだと思うのです｡
今世紀中ごろまでには必ず起こると言われており
ます｡ それが連動型か否かというのは置いておき
まして､ 今回と同様に広域化というのは避けられ
ないと思います｡
先ほど､ 大阪市さんのご発言にありましたよう

に､ 広域災害のときにどのように応援を行ったら
いいのかという問題をしっかり､ 今回の件を教訓
として整理をする必要があると思いました｡
もう１点は長期的な応援という視点があると思

うのです｡ 緊急時対応はスムーズにいきましたが､
まだまだ長期的な応援の必要な状況が続いていま
す｡ これも東海､ 東南海､ 南海地震の際にも同様
に考えなければならない点だと思います｡
ですから､ 従来と違う点として､ 広域的視点と､

長期的支援について､ 今回の事例をしっかりと整
理をして､ 教訓として緊急時対応プラス､ 長期的
支援というところを十分に伝えていくことの重要
性を感じました｡
石飛 大阪市さんと新潟市さんからのご提言に

は大変重要な点がたくさん含まれていると思いま
す｡
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実は､ 私も以前水道課に在籍していたときに､
今から７年前になりますが､ 平成16年に新潟中越
地震が起きて､ 現地調査に行かせていただきまし
た｡ そのときに新潟市の加藤参事には大変お世話
になりました｡ ありがとうございました｡
初期の段階から今後に至るまで､ やはり､ コミュ
ニケーションはすごく大事だと考えております｡
初期の段階では､ まず､ どういう応援体制を組む
かというための日水協を中心とした事業体間のコ
ミュニケーションが大変重要であり､ 今回もそこ
に改善の余地があれば､ 今後に生かしていくべき
だろうと思います｡
それから､ 応援に入った事業体と､ 被災した事
業体間のコミュニケーション､ 工事業者との間の
コミュニケーション､ さらには､ 被災された住民
の方々との間のコミュニケーション｡ こういうソ
フトな側面ではあるのですが､ そこでいかに信頼
関係を構築するかというのは､ 緊急時であればあ
るほど､ 大事であると思います｡ その工夫・改善
にはもっと取り組んでいかなければいけないと思っ
ています｡
それから､ 復興に関してですが､ 岩手県､ 宮城
県､ 福島県､ それぞれ被害の態様が違いますし､
また､ その地域､ 地域の住民の方々の生活・生業
も違うわけですので､ それに即した復興計画を立
てていく必要があると思います｡
大きな事業体もありますが､ 多くの中小上水道､
簡易水道を抱えている地域であることを考えます
と､ 今後､ 足腰の強い水道に復興させていくため
には､ それぞれが今までどおり独立していくよりも､
新たな広域化､ ソフトな広域化から最終的には経
営統合までを視野に入れて､ 十分な技術者を擁し
て､ 十分な管理なり更新､ 建設ができる体制をとっ
ていくのは､ やはり避けて通れないでしょう｡
この機会に､ 日本の中でも将来のモデルとなる
ような水道を作っていく良い機会にもなると思い
ます｡ そのためには､ 都道府県もそうですが､ 水
道事業体の方々､ また､ 産業界の方々にも､ 良い
青写真を作り､ そして､ それを実現していくため
に引き続き応援をしていただきたいと思います｡
古米 どうもありがとうございました｡ では事
前に用意させていただいたスライドを使いながら､

今日､ 改めて感じたことも加え､ 簡単なまとめを
させていただきたいと思います｡
最初の基調講演部分で論点について､ あまり丁

寧に話さないまま､ 短期と長期､ ハードとソフト､
広域的､ 複合的な災害への対応という３点がある
ことだけしか申し上げませんでした｡ 図-45には､
それらの３点の下に関連するキーワードを並べて
おきました｡
緊急対応､ 給水ですと､ 応急給水や当面の復旧

に対して､ 応急復旧という言葉もありますが､ 次
いで本復旧となり､ 最終段階は復興だろうと思い
ます｡ 要は､ いかに具体的なロードマップづくり
ができるかということ､ その時間スケールで､ 段
階的な整備がありましたが､ やはり､ 時間スケー
ルをいかに明確に意識しているのかが大事だと思
います｡
ハードとソフトに関しては､ すでに耐震化が当

たり前であるというように推進はされていますが､
さらに加速度化していく必要がありますし､ 一体
それがどうなっているのかという､ 現状を把握す
ることによって､ その余震の前の地震である程度
影響を受けて､ 次で壊れているかもわからないと
いうように､ ある程度､ その状況を見てみること
も必要です｡
ソフト面に関わりますが､ 今回､ コミュニケー

ションやネットワーク､ 通信というキーワードが
出ましたが､ 情報自身をいかに共有して連携して
いくのかということや､ リスクをどう判断するの
か､ リスクマネジメントみたいなものを改めてソ
フト面ではさらに充実する必要があると思います｡
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そうなった時には､ やはり､ 予防ということと､
適応だとか減災というある程度被災はするものの､
そのときにできるだけ早く元の状態に戻れるとい
うような発想の策を明確に位置付けて､ 整理して
いくことが必要です｡ やはり､ 緊急時対応の時に
は支援・連携体制をもう１度見直す必要があるの
ではないかということです｡
それが総合的な､ 複合的な今回の災害に対して
はキーワードとして､ コミュニケーションでも良
いのかもわかりませんが､ やはり､ ネットワーク
としてコミュニケーション方法をしっかりと構築
することです｡ あとは､ しっかりとした情報をデー
タベース化しておくことが次に生かせるというこ
とと､ 改めて災害のリスクというものを水道分野
でどう取り扱っていくかが重要になります｡ 宮島
先生にご指摘いただいた残余のリスクという言葉
がありましたが､ いかに低頻度のリスクに対して､
どういう立場で､ どういう技術を導入して､ 住民
にどう理解いただいて､ どれだけのお金をかけて､
どう安全を担保するかというようなリスク評価が
大事です｡ ぜひ､ 先ほど申し上げたように､ 今度
はこうした大震災が起きても､ 想定外という言葉
が出ないように､ ｢考えておりました｡ しかし､
一部それ以上のことがありました｣､ あるいは､
｢想定どおりとは違った可能性はあったとしても､
ある程度考えておりました｣ ということが重要で
あり､ それを定量化した形で対応が想定されてい
ることが求められていると思います｡
その中で情報とネットワークというのはやはり緊
急対応､ あるいは応急復旧において､ 特に大事だ
ということで､ 一般通信網が機能しない状態を想
定した衛星電話などの確保､ 停電時の通信手段を
どうするのかというように､ いろいろな可能性を考
えて通信手段を確保することによって最新で､ 正
しい情報の共有ができるようになります (図-46)｡
さらには物資供給､ あるいは燃料､ 薬品も含め
て､ ネットワークをしっかり理解しておくことと､
やはり､ 総括する方のリーダーシップと本当に最
前線でやっている方のリーダーシップが重要で､
それがない限りにおいては､ 以前はこう直して､
こういう被害だったという情報が､ そこで消えて
しまっていて､ 集約できません｡ 被害を実態把握

する能力や､ 復旧に対しては非常に能力のある技
術者が現場に行って､ その情報をつぶさに回収で
きるようなことも重要だと思います｡
あとは､ 危機管理がキーワードとして書いてい

ますが､ 一方で､ 水道事業体の話と､ 水道事業体
がいかに水需要者に対して努力しなくてはいけな
いのかは､ やはり､ ロードマップでもそうですし､
情報をいかにわかりやすく提供するのかが求めら
れていると思います｡
普段から､ 水道に関する防災情報､ すなわち､

災害が起きたときにはここに留意してください､
こうした対応をしてくださいという自助促進をす
るような情報の提供も含めて行うことです｡
最終的には､ リスクコミュニケーションの１つ

ですし､ 今回は特に放射性物質に関しては新たな
リスクコミュニケーションが求められていますの
で､ 緊急対応､ あるいは応急復旧に関する情報ネッ
トワークが大事だと思います｡
先ほど､ 石飛課長からお話があったように､ 被

災事業体には県支部が対応する｡ それが困難な場
合には､ 地方支部が対応するという非常に良い手
引きができていましたが､ 残念ながら今回は県支
部自身､ その地方支部自身が両方とも同時に被災
しまいました (図-47)｡ 今回は水道協会本部が対
応したり､ あるいは大都市間の協定の中で協力支
援されたりと､ うまく臨機応変に動かれました｡
しかしながら､ 今回の話の中では､ やはり､ 並行
的に動いていた２つの支援ルート間の情報交換､
あるいは､ 情報共有が少し弱かったがために､ 若
干課題が残ったようです｡ 要は､ うまくいった部
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分をしっかり残しながらも､ 手引きをさらに見直
すことは大事だろうと思います｡
次に､ 耐震化と情報管理ということを申し上げ
たいと思っています (図-48)｡ ハードに対しては､
耐震化もそうですが､ ループ・ネットワーク化と
複数水源があり得るのなら考える｡ できれば､ 安
心給水指数みたいな､ あなたの地域はこれだけ安
心に水供給できますというような指数をつくらな
いと､ やはり住民は分からないのではないかと思
います｡
耐震化は進んでいますが､ 少なくとも基幹管路

の耐震化100％を早急に目指す｡ 例えば､ 今回復
興するところは当然すべて耐震化が前提でいくこ
とが肝要です｡ そのためにも､ 是非､ 被災地の記
録力､ データ集約力があれば､ 被災したところの
写真データは､ 当然 GPS 付のカメラを持って行
き､ そこで撮る｡ 位置の詳細を調査する人が知ら
ないまでも､ カメラ自体に情報が残り次に生かさ

れる｡ あるいは､ 時代も変わり､ 被害調査用の紙
に書く方式から､ 電子携帯端末を利用して一律フォー
マットで､ 電子的に入力をすると､ 中央管理室の
サーバにデータ記録がされるような新しい通信手
段を使いながらデータ集約力を高める｡ それがで
きると､ 要は耐震診断だとか被災状況調査の内容
をデータベース化しやすくなっていくように思い
ます｡
ソフト対策はそうした部分と深く関わっていて､

ぜひ､ 水道管路の台帳は電子化していただきたい
です｡ それを使うメリットは､ 被災時に活用する
だけではなくて､ 住民に対する情報提供にも使え
るため､ いろいろな意味においてメリットがあり
ます｡ お金をかけるかどうかはとても大事な点で
すが､ メリットに比してコストは高くはないと思っ
ています｡
そうした意味では､ 水道施設の情報管理システ

ムは導入予定でとめないで､ 最後まで導入するこ
とが将来への義務なのだという発想で､ 今後考え
ていくことが大事だと考えています｡ 是非､ 津波
の被災地の復興においては､ 情報管理システムの
導入は義務であるように厚生労働省で決めていた
だいたほうが､ 良いのではないかと思っています｡
例えば､ しっかりとした地盤の情報の電子デー

タがあれば､ どこに地震時におけるリスクが高い
のか､ どんなシナリオで､ どんなことがありうる
のかという洗い出しが被災が起きる前にできます｡
そうしたことによって､ 想定外をできるだけ想定
内にもっていくリスクの情報化をできるだけ進め､
それに対して分析し､ 評価をして､ 場合によって
は地震､ 津波の被害想定マップみたいなものを住
民にもオープンにし､ これだけの対策をすること
によって､ これだけ安心給水指数は上がるのです
というようなこともわかりやすい情報発信につな
がるものと思います｡
図-49が復興に向けたビジョンの最後のスライ

ドですが､ 広域的､ 複合的な災害への対応は､ ま
さに長期的な復興が求められると思います｡ もう
既に話に出たように､ 新しい発想の広域化､ ある
いは複数水源確保､ 特に簡易水道への対応をどう
考えるのかということです｡ 水量､ 水質､ 水圧と
いう水道を構成する３要素が水道法に書いてあり
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ますが､ 私自身は実は水圧には２つ意味があって､
位置エネルギーでの水圧と､ ポンプエネルギーに
よって得た水圧を識別するべきだろうと思ってい
ます｡
まさに､ 要は､ 電源が止まってしまうと､ 自家
発電する間はポンプで水を送れますが､ それ電力
を絶たれるとだめだということは､ 改めて頭に叩
き込むことが大事かと思いました｡ 当然のことな
がら､ 自然流下ということの大事さを考え､ なお
かつ､ 電力に頼らない低炭素化の社会に向けた水
道のあり方を､ すべてではありませんが考え直す
ということです｡
あと２つ､ 先見力は､ 先ほど言ったように､ い
かにリスクを正しく把握するのか､ 自分の財産､
施設がどうなっているのかというストックマネジ
メント､ アセットマネジメント､ さらには､ 知的
なノウハウみたいなアセット､ 知財をどうマネジ
メントして､ 普及していくのかということです｡
それが､ 水道力のアップになります｡
特に宮城県の場合には､ 水道は復旧したが､ 下
水道が復旧していないので､ そのまま水道を使っ
てしまうと排水が溢れてしまうように､ 水道だけ
ではなくて､ その先である下水道といかに水道が
連携しながら､ どう復旧し､ どう水需要を抑えな
がらも､ 生活者の最低限の水利用を確保して､ 無
駄なく復旧を進めていくかの連携力も必要だと思
います｡
最後の数行がこのフォーラムの座長を仰せつかっ
て以降､ とにかく､ 何か新しい一言を考えようと
思って搾り出したのですが､ ５月12日に講演概要

を出す段階でようやく出てきた言葉がこれらです｡
要は､ 更新､ 再構築､ 復旧というのは､ 当然や

るのですが､ やはり復旧と言ったら､ 何か元に戻
るような発想があって､ 何か良い言葉はないのか
なと考えていました｡ ｢復旧｣ の旧の字の反対は
新だなと思ったので､ ｢復新｣ ではないかといろ
いろ考えているうちに､ やはり新しく創り直すの
だろうということで､ ｢創新｣ みたいな概念があっ
ても良い｡ これが最もいい言葉だとは実はまだ思っ
てないのですが､ それ以外に出てこなかったので､
ここに書かせていただきました｡
要は､ 言葉の問題ではなくて､ 復旧という発想

から､ 今度､ 新しく､ 本当につくり直すという発
想へと変化させないといけないし､ それを逆に言
うと､ まちづくりの方々に水道側から逆に提案を
出していって､ 彼らの計画案へ取り込んでもらう､
また整合を取っていただく逆フィードバックを意
識する必要があると思います｡ それをできるのは､
水道のエキスパート集団である日本水道協会かな
と思います｡
最後は､ やはり､ ３月11日の大震災で非常に多

くの方が亡くなられ､ まだ､ 多くの方が行方不明
だというようなことを思いますと､ いかに我々が
強い意志で､ 情熱を持って､ 水道を良くしていく
のかということをしっかりと認識することが重要
であり､ まさに､ 水道界一丸となって強くしなや
かな日本の水道を目指すことがとても大事である
と思います｡
｢強くしなやかな｣ という言葉は､ 実は､ 借り

物で､ 水の安全保障機構の提言の中に､ 低炭素化､
あるいは水循環ということのキーワードの中に､
強くしなやかな､ という言葉がありましたので､
使わせていただきました｡
やはり､ 強さだけではなくて､ 柔軟に受け止め

て､ 対応できるというのも含めて､ やはりしなや
かさのある水道を創っていくことがとても大事だ
と思います｡ 私からのフォーラムのまとめは以上
です｡
長くなりましたが､ 今回の東日本大震災水道特

別フォーラムをこれにて終わらせていただきます｡
どうも長い間､ ありがとうございました｡ 講師の
先生方､ どうもありがとうございました｡
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